
【確定申告 寄附金控除の入力について】 

「公益社団法人又は公益財団法人等に対する寄附金」を選択 

①  
② 

愛知県内在住で下記リストに該当
しない市町村の方は①を、下記リ
ストに該当する方は②を、愛知県

外在住の方は③を選択 

③ 

≪②選択の市町村リスト≫ 

瀬⼾市・春⽇井市・刈⾕市 
大府市・清須市・豊山町 

北名古屋市 

寄附金領収書の⽇付 

寄附金領収書の金額 



お問合せ 
ご相談は 

 

ゆたか福祉会法人本部･総務部まで 

☎ ０５２-６９８-７３５６ 

ゆたか福祉会へのご協力ありがとうございました。 

ご協力頂いた寄附金（賛助会費・協力会費含む）は確定申告することで控
除の対象となります。 

確定申告で税額控除をされる際には、領収書の添付と同時に、別紙の
「税額控除に係る証明書」の添付が必要になります。 

 

社会福祉法人や認定 NPO 法人等への寄附について、これまでの「所得控除」に加えて「税額控除」を選

択できるようになっています。ぜひご活用下さい。（確定申告のみ） 

その場合は別紙の「税額控除」認定法人の証明書の添付が必要です。 

 
 
 

【税額控除とは】 （*確定申告でのみ可能です。年末調整ではできません。） 

税額控除とは、所得金額に税率を掛けて計算した税額から直接控除（差し引くこと）できる控除のことを 

いいます。税額控除は、二重課税の排除や特定の政策を推進することを目的として、設けられています。 

認定 NPO法人、公益社団法人、政治活動への寄附を行った人は、寄附金特別控除（税額控除）か、寄附 

金控除（所得控除）のどちらか有利な方を選ぶことができますが、一般的には税額から直接差し引ける 

税額控除の方が有利になります。 

 

＜公益社団法人等寄附金特別控除＞ 

税額控除の金額＝公益社団法人等に対する一定の要件を満たす寄附金の合計額－2,000 円)×40％ 

 
 

 
   

 

≪重要≫ 
2021年 9月 1日寄附分より「税額控除に係る証明書」が変更になっています。2021年 8月 31日ま

での領収書と 9月 1日以降の領収書の両方がある方は、確定申告をされる際には 2種類の「税額控

除に係る証明書」の添付が必要になります。 

2021年 8月 31日までの領収書用 2021年 9月 1日以降の領収書用 

（有効期限） 

平成 28年 9月 1日から平成 33年 8月 31日まで 

（有効期間） 

令和 3年 9月 1日から令和 8年 8月 31日まで 






